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１）インフラメンテナンス市区町村⻑会議への参画
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インフラメンテナンス国民会議（平成28年11月28日設立）
意識の醸成

インフラを良好な状態で持続的に活⽤するために、産学官⺠が⼀丸となってメンテナンスに取り組む社会の
実現に向けて、インフラメンテナンスの理念の普及、課題の解決及びイノベーションの推進を図り、活⼒ある
社会の維持に寄与することを目的に設⽴

国⺠会議参加会員数 （者）
1. 革新的技術の発掘と社会実装
2. 企業等の連携の促進
3. 地方自治体への支援
4. インフラメンテナンスの理念の普及
5. インフラメンテナンスへの市⺠参画の推進

理念の普及／市⺠参画の推進

学生の道路点検体験

自治体の課題解決に向けた意見交換

マッチングイベントの開催

自治体職員向け勉強会

実証実験の実施

セミナーの開催

革新的技術の実装／企業等の連携／自治体支援

⇒ 新たな取組を進める自治体・⺠間企業の課題解決等を支援
会員の規模も拡⼤し、活動が本格化（自治体の加⼊率は約８割︕）

産学官⺠の技術や知恵を総動員するプラットフォームとして活動インフラメンテナンス国⺠会議の目的

展示会への出展

設⽴時 現在
(H28.11.28) (R7.4.1)

199 約16倍 3,162

⾏政会員 73 約20倍 1,481

企業会員 95 約11倍 1,102

団体会員 27 約7倍 187

個人会員 4 約98倍 392

計
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「インフラメンテナンス国民会議」の組織体制

組織体制 総 会

■ 会長

実行委員会

企画等
インフラメンテナンスの理念普及、
国民会議の広報

インフラやメンテナ
ンスへの関わりを
深めるための実践
活動を展開

地方自治体（ニーズ）と民間（シーズ）のマッチング等を行うため、地方フォーラ
ムを展開（全国10ブロック）。平成30年度より取組開始。

国民会議全体の運営

公認フォーラム

冨山 和彦
株式会社IGPIグループ会長
株式会社日本共創プラットフォーム代表取締役社長

家田 仁
政策研究大学院大学 特別教授

■ 副会長
• ⾸⻑同⼠の意⾒交換による知⾒や意識の向上
• トップダウンによるインフラメンテナンスの強⼒な推進
• 社会に対するインフランテナンスの必要性の啓発

【目 的】

〈代表幹事〉 東京都稲城市⻑
北海道ブロック 関東ブロック 北陸ブロック 中部ブロック

近畿ブロック 中国ブロック 四国ブロック 九州･沖縄ブロック

東北ブロック
ブロック幹事
北海道網走市⻑

北海道
フォーラム

関東
フォーラム

北陸インフラメン
テナンスフォーラム

中部
フォーラム

近畿本部
フォーラム 「ちゅうごく」 四国地方

フォーラム
九州

フォーラム

東北
フォーラム

フォーラムリーダー
高野 伸栄
北海道⼤学⼤学院

沖縄
フォーラム

企画部会 広報部会

インフラメンテナンス市区町村長会議

ブロック幹事
兵庫県養⽗市⻑

ブロック幹事
岩⼿県宮古市⻑

ブロック幹事
岡⼭県総社市⻑

ブロック幹事
東京都稲城市⻑

ブロック幹事
高知県須崎市⻑

ブロック幹事
富⼭県氷⾒市⻑

ブロック幹事
⻑崎県⻑﨑市⻑

ブロック幹事
愛知県豊川市⻑

革新的技術

フォーラムリーダー
片岡 信之
(⼀社)国土政策研究会

フォーラムリーダー
石川 雅美
東北学院⼤学

フォーラムリーダー
藤井 堅
広島⼤学

フォーラムリーダー
⻑⼭ 智則
東京⼤学

フォーラムリーダー
丸⼭ 久⼀
⻑岡技術科学⼤学

フォーラムリーダー
原田 和樹
日本工営都市空間(株)

フォーラムリーダー
矢田部 龍⼀
愛媛⼤学

フォーラムリーダー
日野 伸⼀
久留⽶工業⼤学

フォーラムリーダー
有住 康則
琉球⼤学

オープンイノベーシ
ョンによる異業種の
連携や技術の融合
、マッチング

支
援
・連
携

土
木
学
会

（R7.4.1時点）
1,197の⾸⻑が参画
<参画率約７割︕>
（R4.4.28設⽴時点︓694）

会 員

連
携

参画・情報共有

地方公共団体の課
題解決、地方公共
団体のニーズ・民間
企業等のノウハウ
の情報交換

地域における技術
者育成の活動を支
援

海外への情報発信
や海外展開案件形
成

技術者育成自治体支援

海外市場展開市民参画

地方フォーラム

意識の醸成
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インフラメンテナンス市区町村長会議への参画

 「インフラメンテナンス市区町村⻑会議」は、インフラメンテナンス国⺠会議の実⾏委員会のもと
に設置された会議であり、市区町村の⾸⻑同⼠が今後のインフラメンテナンスについて議論を深め、
知⾒や知識の向上を図りつつ、地域の将来像を⾒据えたインフラのマネジメントを⾸⻑のイニシア
チブにより推進することを目的として、令和4年に設立された。

 令和7年度には、5月12⽇に市町村⻑会議の全国⼤会が開催され、さらに7月25⽇には神奈川県厚木
市において、市町村⻑会議・関東ブロック会議（第4回）がインフラメンテナンス国⺠会議・関東
フォーラムと同⽇に開催された。関東ブロック会議では、関東管内における自治体のインフラメン
テナンスの課題解決に向けて、全国の最新動向や具体事例、自治体支援に関する講演が⾏われ、代
表自治体による課題への取り組み事例も紹介された。

 「インフラメンテナンス市区町村⻑会議」への参画率は、令和7年9月1⽇時点で全国平均71%にと
どまっているが、栃木県下の全市町が同会議に参画しており、関東地方で唯一参画率100%を達成し
ている県となっている。

 令和8年度の市区町村⻑会議・関東ブロック会議（第5回）は、栃木県下野市において開催されるこ
とが決定しており、開催に向けた栃木県内のインフラメンテナンスに対する意識の高さの表れと評
される。

4

インフラメンテナンス市区町村長会議への参画状況（関東地方の市区町村）

100％70～99％50～69％30～49％10～29％～9％

栃木県――群馬県、茨城県埼玉県、東京都
神奈川県、千葉県―対象都県



インフラメンテナンス市区町村長会議への参画
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行政会員・市区町村長会議 参画率マップ
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行政会員・市区町村長会議 参画率マップ（栃木県内）
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「インフラメンテナンス市区町村長会議」 全国大会の開催
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「インフラメンテナンス市区町村長会議 関東ブロック会議（第４回）」の開催（令和７年7月25日）
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「インフラメンテナンス国民会議 関東フォーラム」を開催
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２）栃⽊県道路メンテナンス会議の主な取り組み等
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栃木県道路メンテナンス会議 会議構成

「栃木県道路メンテナンス会議」 H26.5.22発足

①会長 ・・・宇都宮国道事務所長

②副会長・・・栃木県県土整備部道路保全課長、

東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理事務所長

③構成員・・・栃木県内全道路管理者・・・・・・・・・３５機関

「跨道橋連絡部会（会議）」 H27.3.20発足
①会長 ・・・宇都宮国道事務所長

②副会長・・・栃木県県土整備部道路保全課長、

東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理事務所長

③構成員（跨道橋の管理者と跨道橋を占用させている道路管理者）

「栃木県道路鉄道連絡会議」 H29.2.1発足
①会長 ・・・宇都宮国道事務所長

②副会長・・・栃木県県土整備部道路保全課長、

東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理事務所長

③構成員（道路：跨線橋管理者）・・・・・・・・・・・２４機関

④構成員（関係鉄道事業者等） ・・・・・・・・・・・ ８機関

「栃木県地下占用物連絡会議」 R7.4.25発足
①会長 ・・・宇都宮国道事務所長

②副会長・・・栃木県県土整備部道路保全課長、

東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理事務所長

③構成員（道路管理者）・・・・・・・・ ・ ・・・・・３１機関

④構成員（地下占用事業者）・・・・・・・・・・・・・９７機関
12



栃木県道路メンテナンス会議 規約

（名 称）

第１条 本会議は、「栃木県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と

称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、栃木県内の道

路管理を効果的に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を行うことにより、

円滑な道路管理の促進を図ることを目的とする。

（協議事項）

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について審議する。

（１）道路施設の維持管理等に係る意見調整・情報共有に関すること。

（２）道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。

（３）道路施設の損傷事例や技術基準類等の共有に関すること。

（４）その他、道路の管理に関連し会長が必要と認めた事項。

（組 織）

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、栃木県内における高速自動車国道、

一般国道、県道及び市町道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織す

る。

２．会議には、会長及び副会長を２名置くものとし会長は国土交通省関東地方整備

局宇都宮国道事務所長、副会長は栃木県県土整備部道路保全課長及び東日本高速

道路会社関東支社宇都宮管理事務所長とする。

３．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

４．会議の構成は「別表－１」のとおりとする。

ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。

５．会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置する

ことができるものとし、必要な事項については、幹事会で調整することとする。

６．会議には、高速自動車国道、一般国道、県道、市町道の代表者からなる、幹事

会を置くものとし構成は「別表－２」のとおりとする。

７．会議に、道路構造物等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究

機関等への技術相談の窓口として、「道路構造保全室」を設置するものとし国土

交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所に置く。

（幹事会）

第５条 幹事会は、会長の招集により開催するものとし、次の事項について調整する。

（１）会議の運営全般についての補助、委員相互の連絡調整

（２）会議における協議議題の調整

（３）規約の策定・改正・廃止等に係る調整

（４）その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整

（事務局）

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。

２．事務局は、国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所道路構造保全室、栃木

県県土整備部道路保全課及び東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理事務所

に置く。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うことができる。ただし、軽

微な改正等については、会議事務局で行い、会議会員に通知するものとする。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。

（附則）

本規約は、平成２６年５月２２日から施行する。

改正 平成２７年５月２７日、平成２８年７月８日、平成２９年６月２８日、

平成２９年１２月２２日、令和３年７月１３日、令和４年８月５日、

令和５年８月７日、令和６年９月２６日、令和７年１０月１７日

＜参考＞道路法第28条の2

交通上密接な関連を有する道路（以下この項において「密接関連道路」という。）

の管理を行う二以上の道路管理者は、密接関連道路の管理を効果的に行うために必要

な協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織するこ

とができる。
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役 職所 属

所長国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所会 長

課長栃木県県土整備部 道路保全課副会長

課長栃木県県土整備部 道路整備課委員

課長栃木県県土整備部 交通政策課委員

参事兼所長栃木県県土整備部 宇都宮土木事務所委員

所長東日本高速道路株式会社関東支社 宇都宮管理事務所副会長

所長東日本高速道路株式会社関東支社 加須管理事務所委員

部長宇都宮市 建設部委員

部長足利市 都市建設部委員

部長栃木市 都市建設部委員

次長佐野市 都市建設部委員

部長鹿沼市 都市建設部委員

部長日光市 建設部委員

部長小山市 建設水道部委員

部長真岡市 建設部委員

部長大田原市 建設部委員

部長矢板市 建設部委員

部長那須塩原市 建設部委員

部長さくら市 建設部委員

課長那須烏山市 都市建設課委員

部長下野市 都市建設部委員

栃木県道路メンテナンス会議 規約

別表-1

栃木県道路メンテナンス会議 委員名簿

役 職所 属

課長上三川町 都市建設課委員

部長兼課長益子町 産業建設部建設課委員

課長茂木町 建設課委員

課長市貝町 建設課委員

課長芳賀町 建設課委員

部長壬生町 建設部委員

部長野木町 産業建設部委員

課長塩谷町 建設水道課委員

課長高根沢町 都市整備課委員

課長那須町 建設課委員

課長那珂川町 建設課委員

常務理事栃木県道路公社委員

常務理事兼企画調査部長公益財団法人とちぎ建設技術センター委員

所長国土交通省関東地方整備局 関東技術事務所
オブザー
バー

道路保全企画官国土交通省関東地方整備局 道路部
オブザー
バー

課長国土交通省関東地方整備局 道路部地域道路課
オブザー
バー

センター長国土交通省関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター
オブザー
バー

事務局 国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所 道路構造保全室

栃木県県土整備部 道路保全課

東日本高速道路株式会社関東支社 宇都宮管理事務所
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栃木県道路メンテナンス会議 規約

別表-2

栃木県道路メンテナンス会議幹事会 名簿

役 職所 属

保全対策官国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所会 長

課長補佐（総括）栃木県県土整備部 道路保全課副会長

課長補佐（総括）栃木県県土整備部 道路整備課委員

課長補佐（総括）栃木県県土整備部 交通政策課委員

部長補佐（総括）兼課長栃木県県土整備部 宇都宮土木事務所企画調査課委員

部長補佐兼課長栃木県県土整備部 鹿沼土木事務所企画調査課委員

部長補佐（総括）兼課長栃木県県土整備部 日光土木事務所企画調査課委員

部長補佐兼課長栃木県県土整備部 真岡土木事務所企画調査課委員

部長補佐（総括）兼課長栃木県県土整備部 栃木土木事務所企画調査課委員

部長補佐兼課長栃木県県土整備部 矢板土木事務所企画調査課委員

部長補佐（総括）兼課長栃木県県土整備部 大田原土木事務所企画調査課委員

部長補佐兼課長栃木県県土整備部 烏山土木事務所企画調査課委員

部長補佐兼課長栃木県県土整備部 安足土木事務所企画調査課委員

工務担当課長東日本高速道路（株）関東支社 宇都宮管理事務所副会長

保全計画担当課長東日本高速道路（株）関東支社 加須管理事務所委員

課長宇都宮市建設部 道路保全課委員

課長足利市都市建設部 道路河川保全課委員

課長栃木市都市建設部 道路河川維持課委員

課長佐野市都市建設部 道路河川課委員

課長鹿沼市都市建設部 維持課委員

課長日光市建設部 維持管理課委員

課長小山市建設水道部 道路課委員

課長真岡市建設部 建設課委員

役 職所 属

課長大田原市建設部 道路課委員

課長矢板市建設部 建設課委員

課長那須塩原市建設部 保全管理課委員

課長補佐さくら市建設部 建設課委員

主幹那須烏山市 都市建設課委員

課長下野市都市建設部 管理保全課委員

係長上三川町 都市建設課委員

係長益子町産業建設部 建設課委員

係長茂木町 建設課委員

課長補佐兼係長市貝町 建設課委員

課長補佐兼係長芳賀町 建設課委員

課長壬生町建設部 建設課委員

課長野木町産業建設部 都市整備課委員

係長塩谷町 建設水道課委員

係長高根沢町 都市整備課委員

係長那須町 建設課委員

係長那珂川町 建設課委員

部長栃木県道路公社 施設管理部委員

建設部長公益財団法人とちぎ建設技術センター 建設部委員

事務局 国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所 道路構造保全室

栃木県県土整備部 道路保全課

東日本高速道路株式会社関東支社 宇都宮管理事務所
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栃木県地下占用物連絡会議 規約

（名 称）

第１条 本会は、「栃木県地下占用物連絡会議」（以下「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置し、栃木県道路メンテナンス

会議規約第４条５項の規定の専門部会に位置付け、栃木県内の各道路管理者及び地

下占用物件の占用者において、定期的に相互の点検・調査の計画・結果について共

有する他、道路陥没を防ぐ取組みなどを連携して実施することにより、占用物件に

起因する道路の構造や交通への支障等に適切に対応することを目的とする。

（調整・共有事項）

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について調整、及び共有する。

（１） 占用者による当年度の点検計画・前年度の点検結果

（２） 道路管理者による路面下空洞調査結果

（３） 前年度の道路陥没実績、陥没箇所の措置事例

（４） その他、道路陥没対策に寄与する情報等

（組 織）

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、栃木県内における高速自動車国道、一

般国道、県道及び市町村道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。

２．会議には、会長及び副会長を２名置くものとし、会長は国土交通省関東地方整備

局宇都宮国道事務所長、副会長は栃木県県土整備部道路保全課長、東日本高速道路

株式会社関東支社宇都宮管理事務所長とする。

３．会長に事故等はあるときは、副会長がその職務を代行する。

４．会議の構成は、「別表」のとおりとする。

ただし、必要に応じ会長が指名する者の出席を求めることができる。

（会議の開催）

第５条 会議は年に１回を基本として、必要に応じて適宜開催する。

（事務局）

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。

２．事務局は、国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所管理第一課・管理第二

課、栃木県県土整備部道路保全課、東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理

事務所に置く。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うことができる。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議して定めるものとする。

（附 則）

本規約は、令和７年４月２５日から施行する。
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栃木県地下占用物連絡会議 規約

別表
栃木県地下占用物連絡会議 名簿
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※規約第4条第5項より、新規に専門部会を設置

所 属

国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所会長

栃木県県土整備部道路保全課副会長

東日本高速道路（株） 宇都宮管理事務所副会長（代理）

宇都宮市道路保全課委員

足利市道路河川保全課委員

栃木市道路河川維持課委員

佐野市道路河川課委員

鹿沼市維持課委員

日光市維持管理課委員

小山市道路課委員

真岡市建設課委員

大田原市道路課委員

矢板市建設課委員

那須塩原市保全管理課委員

さくら市 建設課委員

那須烏山市都市建設課委員

下野市管理保全課委員

茂木町建設課委員

市貝町建設課委員

壬生町建設課委員

野木町都市整備課委員

塩谷町建設水道課委員

高根沢町都市整備課委員

那須町建設課委員

那珂川町建設課委員

道路公社施設管理部委員

(公財)とちぎ建設技術センター建設部委員

東京電力パワーグリッド株式会社 栃木総支社無電柱化推進Ｇ委員

自然オペレーションズ株式会社 アセットマネジメント部委員

東那須太陽光発電所合同会社委員

株式会社ケン・コーポレーション エネルギー事業開発部委員

株式会社エナジー宇宙導管管理部小山・鹿沼導管設備課導管工事係委員

所 属

東京ガスネットワーク株式会社
宇都宮導管・設備センター導管グループ栃木幹線管理事務所

委員

株式会社ＩＮＰＥＸ パイプライン 両毛支所委員

足利ガス株式会社工務部工務課委員

佐野ガス株式会社 インフラソリューション部委員

（株）エネクル技術本部 施設管理部
宇都宮グループ 工事課

委員

東上ガス（株） 栃木支店委員

（株）ガスワン北関東保安課委員

日本瓦斯（株） 栃木営業所保安事業部委員

鬼怒川ガス株式会社業務部委員

栃木ガス供給保安部保安推進課委員

（株）イイジマ委員

栃木市水道事業管理者上下水道局水道建設課委員

佐野市水道事業管理者水道課委員

小山市水道事業管理者水道施設課水道工務係委員

上三川町水道事業管理者上下水道課上水道工務係委員

宇都宮市水道事業管理者上下水道局水道管理課委員

高根沢町水道事業管理者上下水道課委員

さくら市水道事業管理者水道課委員

矢板市水道事業管理者矢板市水道課工務担当委員

大田原市水道事業管理者水道局上下水道課水道工務係委員

那須塩原市水道事業管理者上下水道部整備課委員

那須町水道事業管理者上下水道課水道施設係委員

栃木県企業局経営企画課委員

鹿沼市水道事業管理者水道課委員

日光市水道事業管理者上下水道部水道課水道施設管理係委員

真岡市水道事業管理者上下水道部水道課委員

茂木町水道事業管理者上下水道課工務係委員

壬生町水道事業管理者建設部水道課工務係委員

塩谷町水道事業管理者建設水道課委員

那珂川町水道事業管理者上下水道課委員

芳賀中部上水道企業団工務係委員

野木町水道事業管理者産業建設部上下水道課委員



栃木県地下占用物連絡会議 規約

別表
栃木県地下占用物連絡会議 名簿
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※規約第4条第5項より、新規に専門部会を設置

所 属

下野市水道事業管理者
都市建設部上下水道局上下水道課下水道グループ

委員

足利市水道事業管理者上下水道部水道施設課 建設担当委員

那須烏山市水道事業管理者上下水道課委員

藤和那須リゾート（株） 【那須町】 リゾート事業部水道グループ委員

平和郷管理(株) 【那須町】 那須管理事務所委員

日光二社一寺水道事務所 【日光市】委員

ﾋﾙﾀｳﾝさつき野共用施設等管理組合 【鹿沼市】委員

野木町下水道管理者産業建設部上下水道課下水道係委員

栃木市下水道管理者下水道建設課委員

佐野市下水道管理者上下水道局下水道課下水道維持係委員

下野市下水道管理者
都市建設部上下水道局上下水道課下水道グループ

委員

上三川町下水道管理者上下水道課下水道工務係委員

宇都宮市下水道管理者上下水道局下水道管理課委員

さくら市下水道管理者下水道課委員

矢板市下水道管理者矢板市下水道課施設担当委員

大田原市下水道管理者水道局上下水道課下水道維持係委員

栃木県下水道管理事務所工務管理課委員

鹿沼市下水道事業管理者上下水道部下水道課委員

日光市下水道事業管理者上下水道部下水道課委員

真岡市下水道事業管理者下水道課維持係委員

益子町下水道事業管理者産業建設部建設課下水道係委員

市貝町下水道事業管理者建設課委員

芳賀町下水道事業管理者都市計画課下水道係委員

壬生町下水道事業管理者建設部下水道課工務係委員

那珂川町下水道事業管理者上下水道課委員

高根沢町下水道事業管理者上下水道課委員

那須塩原市下水道事業管理者上下水道部整備課委員

茂木町下水道事業管理者上下水道課工務係委員

足利市下水道管理者足利市上下水道部下水道施設課委員

小山市下水道管理者建設水道部下水道施設課委員

那須烏山市下水道事業管理者上下水道課委員

那須町観光商工課委員

所属

那須塩原市産業観光部ツーリズム推進課観光施設係委員

日光市観光経済部観光課観光振興係委員

那須温泉開発㈱委員

鬼怒川・川治温泉観光開発株式会社委員

フィオーレ喜連川管理組合委員

那須野が原土地改良区連合施設管理担当委員

上三川町土地改良区委員

那須町土地改良区委員

黒羽土地改良区委員

湯津上土地改良区委員

親園土地改良区委員

大田原土地改良区委員

南那須土地改良区委員

芳賀台地土地改良区委員

塩那台地土地改良区委員

NTTインフラネット株式会社栃木支店委員

ＫＤＤＩ株式会社
KDDIｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)ﾈｯﾄﾜｰｸ建設本部光ｲﾝﾌﾗ建設部道路調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ

委員

ソフトバンク株式会社 東日本ネットワークセンター 線路計画課委員

アルテリア・ネットワークス株式会社 法人事業本部第一技術本部
線路ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部線路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

委員

宇都宮ケーブルテレビ株式会社 CATV技術部委員

株式会社ＵＳＥＮ (株)USEN FIELDING北関東センター宇都宮支店委員

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
ITサービス本部ネットワーク事業部 基幹設備部線路設備課

委員

テレビ小山放送株式会社技術部委員

わたらせテレビ株式会社技術部委員

ケーブルテレビ株式会社 技術部伝送システム課委員

一般財団法人首都圏ケーブルメディア 業務部設備企画課委員

栃木県警察本部交通部交通規制課交通管制センター信号第１係委員

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 鉄道事業部設備ユニット設計協議委員

事務局 国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所 管理第一課・管理第二課

栃木県県土整備部 道路保全課

東日本高速道路株式会社関東支社 宇都宮管理事務所



これまでの経緯
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メンテナンスサイクル３巡目メンテナンスサイクル２巡目メンテナンスサイクル1巡目
年 度

令和６年度～令和７年度令和元年度～令和５年度平成２６年度～平成３０年度取 組

令和６年度 年１回実施

令和７年度
第１回 １０月１７日

令和元年度 年２回実施
令和２年度 年１回実施
令和３年度 年２回実施
令和４年度 年１回実施
令和５年度 年２回実施

平成２６年度～平成２９年度 年３回実施
平成３０年度 年２回実施１ メンテナンス会議

－
平成２６年度 年４回実施
平成２７年度～平成２８年度 年２回実施
平成３０年度 年２回実施

２ メンテナンス会議
幹事会

令和３年度 年１回実施
平成２６年度 年１回実施
平成２８年度 年１回実施

３ 跨道橋連絡部会
（会議）

令和６年度 年１回実施

令和７年度
第１回 １０月１７日

令和元年度～令和５年度 年１回実施平成２８年度～平成３０年度 年１回実施４ 道路鉄道連絡会議

令和７年度
第１回 ４月２５日
第2回 ８月 ８日

－－５ 地下占用物連絡会議

令和６年度 年１回実施

令和７年度
第１回 １１月～２月予定

令和元年度 年２回実施
平成２７年度 年４回実施
平成２８年度、平成３０年度 年２回実施
平成２９年度 年６回実施

６ 橋梁点検講習会

－
平成２７年度
平成２８年度
平成３０年度 各年１回実施

７ 講演会等の実施



議題（案）会 議 名月

４月２５日

８月８日

８月２５日

１０月１７日

１０月１７日

１１月～２月

令和７年度の道路メンテナンス会議関連スケジュール

第１回 道路メンテナンス会議 ・個別施設計画の策定、更新について
・修繕等措置の実施状況について

第１回 道路鉄道連絡会議 ・跨線橋の点検、修繕状況について

《道路メンテナンス年報の公表》

橋梁点検等講習会（予定） ・新たな点検支援技術等の活用、体験等
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第２回 地下占用物連絡会議

第１回 地下占用物連絡会議

・令和６年度の主な占用物の点検状況を共有

・地下占用物連絡会議の設置について
・道路の老朽化対策と陥没事案への対応



３）令和６年度の点検状況及び令和７年度の点検計画
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・国土交通省（宇都宮国道事務所）の管理橋梁数のうち、74橋が茨城県所在地であり、2橋が埼玉県所在地である。

令和６年度の点検状況及び令和７年度の点検計画 （橋梁）

備考
（管理総数）

令和７年度
点検計画数

令和６年度
点検実施数道路管理者

27359273さくら市

139390那須烏山市

2334948下野市

2458058上三川町

972119益子町

1753020茂木町

741310市貝町

2605451芳賀町

1404312壬生町

2820野木町

15416155塩谷町

2104040高根沢町

261263263那須町

2235442那珂川町

備考
（管理総数）

令和７年度
点検計画数

令和６年度
点検実施数道路管理者

43922152国土交通省

50071235高速道路会社

3068632536栃木県
(公社含む)

1264281241宇都宮市

74219292足利市

816179184栃木市

590112113佐野市

648152147鹿沼市

58513683⽇光市

4264237小山市

5025867真岡市

414104107⼤田原市

1866190矢板市

2364257那須塩原市

※2024年度末時点
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令和６年度の点検状況及び令和７年度の点検計画 （トンネル）

備考
（管理総数）

令和７年度
点検計画数

令和６年度
点検実施数道路管理者

000国土交通省

1460高速道路会社

6089栃木県
(公社含む)

100足利市

1101⽇光市

100⼤田原市

300那須塩原市

200那須烏山市

100那珂川町
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※2024年度末時点



令和６年度の点検状況及び令和７年度の点検計画 （道路附属物等）

・国土交通省（宇都宮国道事務所）が管理する道路附属物等のうち、17施設が茨城県所在地である。
・道路附属物等とは、⼤型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識等である。

備考
（管理総数）

令和７年度
点検計画数

令和６年度
点検実施数道路管理者

1664618国土交通省

1903362高速道路会社

2514645栃木県
(公社含む)

1705宇都宮市

800足利市

100栃木市

200佐野市

700鹿沼市

353⽇光市

812小山市

100真岡市

510⼤田原市

備考
（管理総数）

令和７年度
点検計画数

令和６年度
点検実施数道路管理者

505矢板市

540那須塩原市

313さくら市

910下野市

210上三川町

100益子町

000市貝町

304芳賀町

100壬生町

101塩谷町

222那須町
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※2024年度末時点



４）個別施設計画（⻑寿命化計画）の策定
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【個別施設計画（長寿命化計画）の策定】概要

 「国土交通省インフラ⻑寿命化計画（⾏動計画）」において、「集約・撤去や新技術等の活⽤などの
短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果については、個別施設計画に記載する地方公共団体が令和
７年度までに100%となるよう取り組む」こととしている。なお、個別施設計画への記載は、令和８年
度より道路メンテナンス事業補助制度を適⽤する際の要件となる。

26



【個別施設計画（長寿命化計画）の策定】栃木県における策定状況

 個別施設計画（⻑寿命化計画）は、栃木県内の橋梁とトンネルについては全25自治体で策定済み。
（全25自治体のうちトンネルは6自治体で対象施設あり、19自治体は対象施設無し）

 附属物等は対象施設がある19自治体のうち、15自治体は策定済であるが4自治体が未策定。

個別施設計画が未策定の理由・課題対象工種

 対象施設が少ないため、全体計画⾒直しの際に併せて策定予定。
附属物
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【個別施設計画（長寿命化計画）の策定】栃木県における策定状況

 「集約・撤去」および「新技術等の活⽤」に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果について、 令和７
年９月時点における個別施設計画への記載状況は以下の通りである。

橋 梁： 「集約・撤去」・「新技術等の活⽤」ともに、 25自治体のうち24自治体で記載あり。
残りの1自治体は令和7年度中に記載予定との回答 。

トンネル：６自治体のうち「集約・撤去」は3自治体で記載あり。記載が無かった3自治体のうち2自治体は代替
路線が無いため集約・撤去の対象が無いとの回答 。「新技術等の活⽤」は5自治体で記載あり。

附属物等：19自治体のうち、「集約・撤去」は11自治体、「新技術等の活⽤」は12自治体で記載あり。
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５）点検結果を踏まえた修繕等措置の実施状況

29



【修繕等措置の実施状況】栃木県における橋梁の老朽化対策の状況

＜出典＞
※1  道路メンテナンス年報 国土交通省道路局 2025年8月
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【修繕等措置の実施状況】栃木県におけるトンネルの老朽化対策の状況

＜出典＞
※1  道路メンテナンス年報 国土交通省道路局 2025年8月
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【修繕等措置の実施状況】栃木県における附属物等の老朽化対策の状況

＜出典＞
※1  道路メンテナンス年報 国土交通省道路局 2025年8月
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【修繕等措置の実施状況】点検結果を踏まえた修繕を実施する際の課題

 修繕を実施する際の課題は「予算不足」が最も多く、21自治体が回答。具体的には、財政状況が
厳しい、新技術を活⽤したいがコストが高い等の意⾒があった。

 次に多い課題は「職員不足」であり、12自治体が回答。主として技術系職員（修繕工事等）が不
足している等の意⾒があった。

 上記の他、「対外調整（関係機関や地元調整）」で5自治体、 「その他」で2自治体より回答が
あった。「その他」では、予防保全的な対策ができていないとの意⾒があった。

点検結果を踏まえた修繕を実施する際の課題
（２５自治体：複数回答可）

課題・要望分類

 財政が厳しい
 新技術のコスト増加

（既存方法と比較）
予算不足

 職員の減少
 技術系職員の不足

（修繕工事等）
職員・
人員不足

 地元調整
 鉄道事業者との調整対外調整

 予防保全的な対策ができていない
その他
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修繕を実施する際の課題・要望（分類）



修繕を実施する際の課題・要望種別

 Ⅲ判定施設に対する措置は順調に進められているものの、Ⅱ判定施設に対しては予算・人員の
確保が困難であり、Ⅱ判定施設に対する措置までは着手することができない場合がある。

 予防保全段階での修繕が⻑寿命化にとって不可⽋だと思うが、Ⅱ判定施設に補助金が付きにく
く、単費のみの対応は困難。

 市の財政が厳しいため。
 橋梁の利⽤状況を考えた場合、優先度が低くなってしまうことがあり、予算が確保できない。
 計画橋梁数に応じて予算の確保に至らず、計画通りに実施できていない。
 新技術を比較検討すると既存工法の方が経済的になる場合があり、補助金の活⽤が難しい。
 修繕費⽤の高騰。

予算不足

 技術系職員が不足している。
 修繕工事を担当する職員が不足しているため。
 職員数が減ってきており、工事の執⾏を⾏える職員も少なくなっているため、円滑に工事を執

⾏することが難しくなってきている。
職員・人員不足

 橋梁撤去を⾏うための予算確保および地元調整。
 鉄道事業者からの⾒積の妥当性の判断が困難であり、確認のために時間を要する。
 人員も不足しており地元調整が整うまでには時間を要するため。

対外調整

 本来であれば、損傷が軽微な「Ⅱ判定（予防保全）」の段階で計画に対策を講じることが、橋
梁の⻑寿命化と将来的な維持管理コストの縮減に繋がるが、管理する橋梁のうち、「Ⅱ判定」
と診断された橋梁は全体の6割以上を占めており、これらの橋梁が今後「Ⅲ判定」へと進⾏する
前にいかに効率的に対策を講じていくかが⼤きな課題である。
現状では「Ⅲ判定」への対応に多くのリソースを割かざるを得ないため、「Ⅱ判定」の橋梁に
対する予防保全的な対策は実施できていない状況である。

その他
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修繕を実施する際の課題・要望（個別意見）

【修繕等措置の実施状況】点検結果を踏まえた修繕を実施する際の課題



６）措置が低調な地方公共団体の課題把握
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【措置が低調な地方公共団体の課題】Ⅲ・Ⅳ判定施設の措置着手率及び課題

 １巡目点検（2014〜2018年度）で修繕が必要と判断されたⅢ・Ⅳ判定の施設に対して、措置着手率
100％は10自治体で、100％未満は14自治体、50％未満は3自治体であった。

 ２巡目点検（2019〜2023年度）で修繕が必要と判断されたⅢ・Ⅳ判定の施設に対して、措置着手率
100％は 4自治体で、100％未満は20自治体、50％未満は2自治体であった。

 修繕措置に着手できていない理由としては「予算不足」を挙げる自治体が多かった（11自治体）。
また、改善策としては「予防保全対策の推進」、「国費活⽤のため確実な計画策定」などの意⾒が
あった。

修繕措置に着手できていない理由種別

 予算不足
（橋梁架け替え工事やトンネル点検
のコストが膨⼤なため予算不足等）

 人手不足
課題

課題解決に向けた改善策種別

 予防保全的な対策
（損傷が軽微なうちに修繕）

 国費活⽤のために確実な計画策定
 予算・人員の増加要求

改善策
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点検5年以内に修繕措置に着手できていない理由・課題と改善策細別大別

 予算不足。
 計画橋梁数に応じた予算の確保に至らず、計画通りに実施できていない。
 トンネル点検では、コストが膨⼤なため予算が確保できていない。

理由・課題

予算不足
 予算の確保および国費の活⽤に向けて計画を⾒直し・更新する。
 予算の増加。
 安価に落橋が出来る手法の確立。

改善策

 職員・人員不足。理由・課題
職員・人員不足

 人員の補充。改善策

 Ⅲ判定の中でも優先順位をつけて修繕措置をしているため。
 ⅢまたはⅣ判定で修繕措置に着手できていない橋梁は１０橋であるが、現在のと

ころ、２橋の更新（架け替え）を優先に実施しているため、修繕措置に予算を充
てられない状況である。

理由・課題

優先順位
 劣化状況が軽微なうちに措置を講ずる。
 危険度が高く、更新が必要な橋梁の措置が完了次第、修繕措置完了率を上げるよ

う努める。
改善策

 橋梁は通⾏止措置などで着手していない。
 平成30年度点検で判定区分Ⅲとされたが、⽤途変更に伴い、令和4年度の点検で

判定区分Ⅱに移⾏したため。
 Ⅳ判定の橋梁は落橋調整中のため。
 河川改修で掛け替えが予定されている橋梁があるため。

理由・課題措置不可・不要

点検5年以内に修繕措置に着手できていない理由・課題と改善策（個別意見）

【措置が低調な地方公共団体の課題】Ⅲ・Ⅳ判定施設の措置着手率及び課題



７）点検三巡目を推進する上での一巡目・二巡目と
比較した課題や工夫等
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【点検三巡目の推進に向けた課題・工夫等】点検二巡目までとの比較

 点検一巡目・二巡目までの課題としては、予算面（点検・修繕・撤去等）での課題が最も多く挙
げられており、次に技術面・人員面（職員の技術力不足等）が挙げられた。

 点検三巡目に向けての工夫としては、修繕計画の⾒直しや直営点検の対象拡⼤などで予算不足を
補う意⾒や、逆に全橋委託して人材不足を補うとの意⾒、点検支援技術の適切な活⽤によりコス
ト縮減を図る等、様々な意⾒が寄せられた。

三巡目に向けた工夫一巡目・二巡目での課題種別

 直営点検による技術力向上
 全橋委託による点検を実施

 人事異動に伴う担当者の経験不足
 補修に関する知識不足

技術面
人員面

 修繕計画を⾒直す
（優先順位付け、集約撤去の検討等）

 直営点検の対象を拡⼤による予算縮減

 積算資料の改訂に伴う点検費⽤の増加
 施設の撤去費⽤の確保
 新技術の導入費⽤が高い
 予防保全的な対策への予算確保

予算面

 コスト縮減効果のある新技術の活⽤
 AI診断技術の導入

 点検手法に対する技術的判断が難しい
 新技術の適⽤性・効果の判断に迷う点検手法
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点検一・二巡目での課題と点検三巡目に向けた工夫細別大別

 令和７年４月に道路橋定期点検業務積算資料（暫定版）の改訂に伴い、道路橋点検
に係る業務委託の費⽤が増⼤してしまい、予算不足が生じてしまっている。

 限られた予算の中で、緊急性の高い橋梁への対策（事後保全）と、多数を占める橋
梁の劣化を防ぐ対策（予防保全）との両立が課題である。

 人件費の増加に伴い業務委託料が増⼤している。

要因・課題

予算不足
 国費活⽤のために修繕計画の⾒直し及び橋梁修繕計画の平準化を⾏う。
 「⻑寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の重要度に応じた優先順位付けや、利⽤状況

に応じた集約・撤去の検討を進め、限られた予算を効果的に活⽤する。
 直営点検の対象を拡⼤して予算縮減に努める。

対策・工夫

 直営点検に⾏ける時間の確保が困難な場合がある。
 担当する技術系職員が不足しており、事務処理等において負担となっている。要因・課題

人員不足
技術力不足  委託点検の予算を確保し、直営点検の対象を減らす。

 担当者（直営点検）によるばらつき解消も含めて全橋委託による点検を⾏う。対策・工夫

 技術系職員の減少や定期異動により、点検の技術力の継承が低下している。
 点検手法に対する技術的な判断(人事異動に伴う担当者の経験不足)が難しい。
 点検資格を持つ人員、橋梁補修に関する知識を有する人員が不足している。

要因・課題

技術力不足
 とちぎ建設技術センターの研修を利⽤し知識習得する。
 職員直営の点検も一定数実施し技術力を身に着ける。対策・工夫

 橋梁毎に現場条件が異なるため、新技術の適⽤性や効果の判断に迷う。
 新技術の費⽤について、立地条件等により従来の点検方法の方が安価な場合が多い。
 町の橋梁の規模では、点検における新技術を使えない。

要因・課題

新技術
 新技術が適⽤可能かつコスト縮減も可能である橋梁を選定し、新技術の活⽤を図る。
 AI診断を導入する。対策・工夫

【点検三巡目の推進に向けた課題・工夫等】自治体からの意見
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【点検三巡目の推進に向けた課題・工夫等】新技術の活用
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【点検三巡目の推進に向けた課題・工夫等】新技術の活用<橋梁>
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【点検三巡目の推進に向けた課題・工夫等】新技術の活用＜トンネル＞



８）舗装の点検における課題、問題意識
（予算、点検方法、修繕、記録など）
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【舗装の点検における課題、問題意識】点検実施状況と点検時の課題

 舗装点検要領（H28.10国土交通省道路局）に基づく点検は25自治体のうち、8自治体で実施済、9
自治体で一部実施、5自治体で未実施との回答であった。なお、他の3自治体は独自の点検手法で
点検を実施しているとの回答であった。

 舗装点検における課題としては、外部委託する予算が不足している、職員が直営で点検している
が人員が不足している、といった意⾒が寄せられた。

舗装点検における課題・問題点種別

 外部委託のため職員の技術力不足
 現業職員を新規に採⽤していないため、いずれは

人員不足となる

 対象範囲が膨⼤なため、幹線道路に
限って点検を実施している

 路面性状調査のコストが高い
 舗装の劣化が進⾏・増加し、修繕対応

が追い付かない

課題
問題点
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舗装点検要領に基づく舗装点検の実施状況（25自治体） 舗装点検における課題・問題点



舗装点検における課題・問題点種別

 生活道路を含めて管理延⻑が膨⼤であるため、舗装点検は主に幹線道路のみを対象としている。
 市道の路線数が多く延⻑も⻑い。対象範囲

 対象範囲が膨⼤なため、予算の確保が難しい。
 路面性状調査を⾏うための費⽤が膨⼤である。
 予算がないため、委託で点検を⾏うことが難しい。

予算不足

 点検に多⼤な人員を要している。
 現業職員が点検を⾏っているのが現状であり、現業職員を新規に採⽤していないことから、将

来的に人員不足となる恐れがある。
 人員が少ないため、全路線を満足に巡回できていない。
 市内全域の舗装点検（パトロール）は現在、10名（正職員８名、再任⽤職員２名）の体制によ

り道路補修等の作業を⾏っている。保全管理課運転手については、原則不補充の状態が続いて
いる中、市⺠からの道路補修依頼は途切れることは無く、維持管理業務が逼迫している状況で
あり、舗装点検（パトロール）が追いついていないことが課題である。

人員不足

 広範囲にわたって劣化が進⾏しているため、限られた人員による目視点検などでは、すべての
損傷を正確かつ迅速に把握することが極めて困難な状況であることが課題となっている。

 外部委託であり、業務に時間を多く費やせないため職員一人一人の技術力が不足している。
 舗装の修繕に知⾒のある職員が少ない、また担当する職員が少ない。
 職員の巡回による目視で点検を⾏っているが、職員により評価に差が出ている。

技術力不足

 管理路線は交通荷重の外的要因により、道路施設全般の劣化が進⾏しており、特に舗装の劣化
は顕著で、安全性を確保するための早急な修繕対応が年々増加しており、現状の維持管理が追
いついていない状況である。

修繕対応

 新技術等を活⽤して簡易的に点検できるようにしたい。
 法定点検でないため、市の実施方針が定めにくい。その他

【舗装の点検における課題、問題意識】自治体からの意見
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【舗装の点検における課題、問題意識】 新技術の活用<舗装>
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【舗装の点検における課題、問題意識】 新技術の活用<道路巡視>
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【舗装の点検における課題、問題意識】 連携協力道路制度
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【舗装の点検における課題、問題意識】 包括的民間委託



９）その他

51

・鉄道事業者への委託内容に関する課題等
・鉄道事業者との協議に関する要因分析・対策
・関東地⽅整備局からの情報提供（別紙資料）
・関東道路メンテナンスセンターからの情報提供
・地域インフラ群再⽣戦略マネジメント（群マネ）の推進について



 15自治体のうち14自治体は鉄道事業者に対して点検・修繕工事を委託し、1自治体は委託を⾏って
いない。

 ｢公共事業における鉄道委託工事を⾏う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わせ等の再徹底｣
は、鉄道事業者に委託した14自治体のうち12自治体で運⽤されているが、2自治体では運⽤してい
ない。運⽤されていない理由は以下の通りである。

●運⽤されていることを知らなかった。
●⾒積りに対する妥当性の判断が難しい。

【鉄道事業者への委託内容に関する課題】委託・透明性確保の運用状況
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【鉄道事業者との協議に関する要因分析・対策】自治体からの意見

 鉄道事業者との協議に課題があると回答した9自治体はいずれも「協議時間が⻑引く」ことを課題
として挙げている。具合的には、「質問に対する回答に時間を要する」、「対面での打合せ回数
が限られるため合意形成が難しい」等の意⾒であった。また、「⾒積内容の妥当性の判断に時間
を要する」などといった意⾒もあった。

 協議の迅速化に向けた対策としては、「回答期限を設けるかつ協議時期を早める」、「協議回数
を増やす」、「⾒積・概算金額は内訳を含めて早期提示を求める」、「関係者間での情報共有化
を図る」などの意⾒があった。

協議に時間を要する要因・迅速化に向けた対策種別

 回答までに時間を要する
（下請け、事務・技術担当者間の情報共有等）

 ⾒積内容の妥当性の判断
 事務手続きの逼迫（精算等）
 対面の打合せ回数が限られる

（合意形成への影響、書面のやり取りが多い等）

要因・課題

 協議時期を早める（前年度に事前連絡等）
 協議回数を増やす
 回答期限を設定する
 事務・技術担当者も含めて情報共有化を図る
 概算の早期提示、⾒積の内訳を要求
 事業が完了した段階で概算金額を提示

対策・工夫

協議に時間を要している要因・課題について
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協議に時間を要している要因・課題と協議の迅速化に向けた対策・工夫細別大別

 鉄道事業者の回答に時間が掛かる。
 鉄道事業者から下請けに情報が届く時間、下請けからの回答が鉄道事業者に届く時

間があるため、情報伝達に時間を要している。
要因・課題回答までに

要する時間
 期限を設けて、迅速な協議を⾏う。対策・工夫

 対面の打ち合わせ回数が限られており、またメール等によるやりとりだと内容や意
図が伝わらない場合もある。

 関係者間の合意形成に時間を要している。
 事務担当者と技術担当者との間で情報共有が図られていないことが推測される。

要因・課題

情報共有  早い段階で鉄道事業者との打ち合わせの機会を設ける。
 前年度から話をしておく。
 協議回数を増やし、内容について理解する。
 関係者間で一括して調整する。
 事務担当者と技術担当者間でメール等のやり取りも含めて情報共有化を図る。

対策・工夫

 業務委託の⾒積内容の妥当性の判断が難しく、確認のため時間を要する。要因・課題
見積の内容

 当初より⾒積の内訳等を求め、業務内容を十分理解する。対策・工夫

 鉄道事業者の会計年度末である3月に清算が集中することによる、予算執⾏におけ
る逼迫した事務手続きのため。

 物理的な距離があるため対面でのやり取りや書面でのやり取りに時間がかかる。
要因・課題

事務手続き  概算額による早期の内示・協議の要請を⾏う。
 精度の高い概算金額の早期提示を求め、最終的な精算が3月になるにしても、事業

が完了した段階で、限りなく確定額に近い制度の高い概算額を内々にでも提示して
もらうよう、協定や協議の場で要望する。

対策・工夫

【鉄道事業者との協議に関する要因分析・対策】自治体からの意見
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【関東地方整備局からの情報提供】情報提供資料一覧

資料16 コンクリート舗装の取組推進について

資料17 低炭素アスファルトについて

資料18
xROADを活用した次世代の舗装マネジメントにつ
いて【直轄の取組紹介】

資料19
下水道事業者による下水道管路の全国特別重点調
査への協力について（要請）

資料20
水道事業者による老朽化した鋳鉄管の緊急調査へ
の協力について（要請）

資料21 地下専用物連絡会議の設置について

資料22 道路陥没リスク箇所の調査について

資料23 路面下空洞調査要領について

資料24 路面下空洞対策の費用負担について

資料25
下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏ま
えた対策検討委員会（第２次提言）

資料26 群マネ、包括的民間委託について

資料27 連携協力道路制度について

資料28 道路橋等の集約・撤去事例集

資料29
「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透
明性確保の徹底に関する申し合わせ」等の再徹底
について

資料29-02
公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明
性確保の徹底について

資料30 予算執行調査にかかる鉄道委託関係の結果

資料01 道路管理に関する新技術・好事例

資料02 定期点検要領の改定

資料03 SIP・SBIRについて

資料04 新たな民間資格登録について

資料05 点検実施者の保有資格等について

資料06 新技術導入促進に向けた取組

資料07 直轄における点検支援技術の活用原則化について

資料08
公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業）
の概要

資料09 小規模附属物の点検について

資料10 道路緊急ダイヤル＃９９１０

資料11 地公体別老朽化対策進捗状況

資料12-01
道路メンテナンス事業補助制度の要件の追加につ
いて

資料12-02
長寿命化修繕計画への短期的数値目標等の記載事
例について

資料12-03 長寿命化修繕計画の記載状況

資料13-01 長寿命化修繕計画の策定状況

資料13-02 インフラ長寿命化計画（行動計画）

資料13-03 個別施設計画の策定

資料14
全国道路施設点検データベースにおける地方公共
団体用舗装データベースについて

資料15
舗装種別選定手引きの活用による防安金の重点配
分について
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地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）の推進について
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